
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住み慣れた地域やご自宅で心豊かに安心して暮らせるように、訪問介護員が   

ご利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生活援助などのサービスを通じて、  

ご自宅での自立した生活をお手伝いいたします。 

ご利用者様の思いや、ご家族様の思い、日頃の生活を尊重し、お一人お一人に

合った目標をたて、達成できるような支援が行えるよう心がけています。 

介護保険で利用できるサービス内容 

★ 生活援助 ★ 

★ 身体介護 ★ 

介護保険以外のサービス内容 

（調理、洗濯、掃除など身の回りの支援） 

（直接ご利用者様に触れて行う支援） 

買い物  調 理  洗 濯  衣類整理  掃 除  

食事介助  入浴介助  排泄介助  健康チェック  服薬確認  

★ 通院介助 ★ 

訪問介護（ホームヘルパー）とは？ 

通院に伴う車の乗り降りなど 

障がい者自立支援 

軽度生活支援 

障がいを持たれた方を対象に、ご自宅にて自立した生活が 
送れるよう必要に応じた支援を行います。 

軽易な日常生活上の支援を必要とする方を対象に、家事援 
助を行い、自立支援と介護予防を図ります。 

（家事援助、身体介護、重度訪問介護） 

（お一人暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯） 


